
かかりつけ薬剤師の評価② 

 

  地域包括診療料、地域包括診療加算等が算定される患者に対してかかりつけ薬剤師が業務を行う場合
は、調剤料、薬学管理料等に係る業務を包括的な点数で評価することも可能とする。 
 

（新）  かかりつけ薬剤師包括管理料         ２７０点（１回につき） 
 
 
 
 
[包括範囲] 

 下記以外は包括とする。 
・時間外等加算、夜間・休日等加算 
・在宅患者調剤加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料（当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行 
われた場合に限る。）、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料 
・退院時共同指導料 
・薬剤料及び特定保険医療材料料 
 

[算定要件] 

① 対象患者は、地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者と
する。 

② かかりつけ薬剤師指導料の算定要件を満たしていること。 
③ 調剤の都度患者の服薬状況、指導等の内容を処方医に情報提供し、必要に応じて処方提案すること。 
  （情報提供の方法については、保険医と合意が得られている場合はそれによるものとする。） 
 
［施設基準］ 
かかりつけ薬剤師指導料と同じ。 

かかりつけ薬剤師の評価（包括点数） 

平成28年度診療報酬改定 

※ 薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料
（当該患者の 薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬
が行われた場合を除く。）と同時に算定できない。 

医療機関は当該患者が受診している医療機関の
リスト及び当該患者が当該診療料（加算）を算定
している旨を、処方せんに添付して患者に渡すこ
とにより、当該薬局に対して情報提供を行う。 
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